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2025 年４月 18 日 
報道関係者各位 

株式会社ヤマダホールディングス 

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダ少額短期保険（代表取締役:藤堂 隆弘、以下、ヤ
マダ少短)は、大型テレビやパソコン、スマートフォン等のデジタルデバイスの故障・破損時の修理費用
を補償する保険「デジタルデバイス修理費用補償保険」（以下、ヤマダのくらしまるごと保険）の販売を
2025年4月18日（金）より開始いたします。 

■開発の背景 
近年、デジタルデバイスは世帯普及率も高く、生活必需品となっています。また、最近の高額なデジタ

ルデバイスについては、故障・破損時の修理費が高額化の傾向にあり、万一に備え、端末毎に保険や保証
サービスに加入される方も多くなっています。 

これらの状況を踏まえ、お客様に安心してデジタルデバイスをご利用いただくために、ヤマダ少短は契
約者や同居の親族（3 親等以内）が所有または使用するデジタルデバイス 9 種類の中から、最大 5 台をま
とめて補償する保険を開発しました。支払限度額を 1 年間で最大 30 万円とし、高額化する修理費用にも
対応します。 

ご家族のデジタルデバイスをまとめて補償 
「ヤマダのくらしまるごと保険」を販売開始 

9 種類の中から最大 5 台まで、修理費用を年間最大 30 万円まで補償! 
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■商品概要 
ヤマダのくらしまるごと保険は、デジタルデバイスの故障・破損等における修理費用を補償するものです。 

 
特⾧:①修理費用 30 万円までの高額補償 

②デジタルデバイス 9 種類※1 の中から最大５台※2 をまとめて補償 
③自然故障だけではなく、物損、水濡れ※3 も補償 
④保険契約前からご使用されているデジタルデバイス※4 も補償 
⑤同居の親族（３親等以内）であれば被保険者に制限無し 
 
※1 テレビ／パソコン／デジタルムービー／DVD レコーダー・Blu-ray レコーダー／デジタルカメラ／タブレット／ 

スマートフォン・フィ―チャーフォン／スマートウォッチ／デジタルゲーム機 
※2 5 台のうち 1 台は音声通話が可能なスマートフォン、フィーチャーフォン等の登録が必要 
※3 水濡れの補償はスマートフォン、フィーチャーフォンのみ 
※4 ご購入後３年以内。スマートフォン、フィーチャーフォンは１年以内もしくは３年以内でキャリアの保証に加 
   入しているもの 

 
お申し込み:ヤマダ少短インターネットサイトにて受付 
      https://www.ymd-ssi.jp/ 
   ※ヤマダデンキ店舗での取り扱いも順次展開予定です。その他、約款等についてもこちらでご確認いただけます。 

 
 

ヤマダ少短は、ヤマダのくらしまるごと保険を通じて、お客様に安心してデジタルデバイスを利用でき
る環境を提供いたします。そして今後も、顕在化するリスクや地域社会のニーズを追求し、新たな商品開
発に取り組んでまいります。 
 

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 
株式会社ヤマダホールディングス 統合経営企画室 経営企画部 広報課 
TEL:027-345-8947 E-mail : ymd_kouhou@yamada-denki.jp 


